
入 　 札 　 公 　 告  

 

条 件 付 き 一 般 競 争 入 札 を 実 施 す る の で 地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政

令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ６ の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 公 告 す る 。  

 

　 令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ４ 月 ９ 日  

 

下 関 市 長 　 前 田 　 晋 太 郎 　 　  

 

記  

 

１ 　 入 札 に 付 す る 事 項  

（ １ ） 業 務 名  

　 　 　 下 関 市 立 美 術 館 真 空 遮 断 器 取 替 業 務  

（ ２ ） 業 務 場 所  

　 　 　 下 関 市 長 府 黒 門 東 町 １ 番 １ 号 　 下 関 市 立 美 術 館  

（ ３ ） 業 務 内 容  

　 　 　 別 紙 仕 様 書 の と お り  

（ ４ ） 契 約 期 間  

　 　 　 契 約 締 結 日 か ら 令 和 ８ 年 ７ 月 ３ １ 日 ま で  

 

２ 　 入 札 参 加 条 件  

（ １ ） 地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ４ の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

（ ２ ）こ の 公 告 の 日 か ら 本 業 務 入 札 の 日 ま で の 間 に 、下 関 市 競 争 入 札 参 加

有 資 格 者 指 名 停 止 等 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 等 の 措 置 を 受 け て い

な い こ と 。  

（ ３ ）審 査 基 準 日 に お い て 、 下 関 市 物 品・ 役 務 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿

の 大 分 類 「 電 気 ・ 精 密 機 器 」「 機 械 器 具 」 又 は 「 整 備 」 に 登 録 が あ り 、

所 在 地 区 分 が 「 市 内 」、「 準 市 内 １ 」 又 は 「 準 市 内 ２ 」 で あ る こ と 。  

（ ４ ）過 去 ２ 年 の 間 に 国 又 は 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共 団 体 と 種 類 及 び 規 模

を ほ ぼ 同 じ く す る 契 約 を 複 数 回 以 上 に わ た っ て 締 結 し 、こ れ ら を す べ

て 誠 実 に 履 行 し て い る こ と 。  

 

３ 　 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 日 時  

（ １ ） 場 所 　 下 関 市 立 美 術 館 及 び 下 関 市 ホ ー ム ペ ー ジ 上  



（ ２ ） 日 時 　 令 和 ８ 年 ４ 月 ９ 日 （ 木 ） 　 午 後 ３ 時 ０ ０ 分 か ら  

　 　 　 　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ７ 日 （ 金 ） 午 後 ３ 時 ０ ０ 分 ま で  

 

４ 　 入 札 参 加 手 続 等  

（ １ ） 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 方 法  

本 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、「 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 」（ 様 式

１ 号 ）に「 契 約 実 績 表 」（ 様 式 ２ 号 ）及 び 契 約 書 の 写 し を 添 付 し 、郵 送

又 は 持 参 に て 提 出 す る こ と 。  

な お 、 郵 送 の 場 合 は 、 受 け 取 り 日 時 及 び 配 達 さ れ た こ と が 証 明 で き

る 方 法 に よ る こ と と し 、 郵 便 事 故 等 に つ い て は 、 市 は そ の 責 め を 負 わ

な い も の と す る 。  

提 出 期 限 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ７ 日 （ 金 ） 午 後 ３ 時 ０ ０ 分 （ 必 着 ）  

提  出  先 　 　 〒 ７ ５ ２ － ０ ９ ８ ６  

下 関 市 長 府 黒 門 東 町 １ 番 １ 号  

下 関 市 立 美 術 館  

（ ２ ） 入 札 参 加 資 格 の 決 定  

入 札 参 加 資 格 の 審 査 結 果 は 、 別 途 「 入 札 参 加 資 格 確 認 通 知 書 」 で 通

知 す る 。  

 

５ 　 入 札 に 関 す る 質 問 の 方 法  

（ １ ） 本 入 札 に よ る 質 問 は 、 任 意 書 式 で フ ァ ク シ ミ リ に よ る こ と 。  

　 　 　 　 問 い 合 わ せ 先 　 下 関 市 立 美 術 館  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 電 話 番 号 ） 　 　 ０ ８ ３ － ２ ４ ５ － ４ １ ３ １  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ） 　 ０ ８ ３ － ２ ４ ５ － ６ ７ ６ ８  

（ ２ ） 質 問 の 期 限 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ５ 日 （ 水 ） 午 後 ３ 時 ま で と す る 。  

（ ３ ） 質 問 の 回 答 は 、 後 日 速 や か に 質 問 提 出 者 の み に 回 答 す る 。  

 

６ 　 入 札 方 法  

（ １ ）「 入 札 書 」（ 様 式 ３ 号 ）を 下 記 ７ に 掲 げ る 入 札 日 時 及 び 入 札 場 所 に 持

参 す る こ と 。  

（ ２ ）落 札 決 定 に あ た っ て は 、入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 、消 費 税 及 び 地

方 消 費 税 相 当 額 を 加 算 し た 金 額（ １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、こ れ

を 切 り 捨 て た 金 額 ）を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 、消 費 税

及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 、免 税 事 業 者 で あ る か を 問

わ ず 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 含 ま な い 金 額 を 記 載 す る こ と 。  



（ ３ ） 郵 便 に よ る 入 札 は 認 め な い 。  

（ ４ ）代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、「 委 任 状 」（ 様 式 ４ 号 ）を 代 理 人 に

持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。  

（ ５ ）予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 も 低 い 金 額 を 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す

る 。な お 、 不 調 の 場 合 を 考 慮 し て 、入 札 回 数 は 初 回 を 含 め ３ 回 ま で と

す る 。  

 

７ 　 入 札 日 時 及 び 場 所  

（ １ ） 入 札 日 時 　 令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ３ 日 （ 木 ） 午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分  

（ ２ ） 入 札 場 所 　 下 関 市 長 府 黒 門 東 町 １ 番 １ 号  

下 関 市 立 美 術 館 　 会 議 室  

 

８ 　 入 札 保 証 金  

　 　 下 関 市 契 約 規 則 に よ る 。た だ し 、納 付 が 必 要 で あ る 者 に つ い て は 、後

日 通 知 す る 。  

 

９ 　 そ の 他  

（ １ ）入 札 参 加 申 請 を 行 っ た 者 の う ち 入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者

は 、「 入 札 参 加 資 格 確 認 通 知 書 」 を 受 け た 日 の 翌 日 午 後 ３ 時 ま で に 書

面 を 下 関 市 立 美 術 館 に 持 参 す る こ と に よ り 、そ の 理 由 に つ い て 説 明 を

求 め る こ と が で き る 。な お 、こ の 求 め に 対 す る 回 答 は 、説 明 を 求 め た

者 に 対 し 、 速 や か に 回 答 す る 。  

（ ２ ）入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の 行 っ た 入 札 及 び 関 係 法 令

等 に 違 反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。  

（ ３ ）入 札 参 加 者 が 入 札 の 日 ま で に 入 札 条 件 を 満 た さ な く な っ た 場 合 は 入

札 に 参 加 で き な い 。  

（ ４ ） 次 に 掲 げ る も の の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 無 効 と す る 。  

　 　 ア 　 入 札 保 証 金 の 納 付 が な い も の 又 は 入 札 保 証 金 が 不 足 す る も の  

　 　 イ 　 入 札 者 が 明 瞭 で な い も の 又 は 入 札 価 格 を 判 読 す る こ と が で き な

い も の  

　 　 ウ 　 入 札 者 の 記 名 押 印 の な い も の 又 は 住 所 の 記 載 が な い も の  

　 　 エ 　 無 権 代 理 人 又 は １ 人 で ２ 人 以 上 の 代 理 を し た 者 が し た も の  

　 　 オ 　 同 一 人 が 同 一 事 項 に 対 し て ２ 通 以 上 し た も の  

　 　 カ 　 虚 偽 の 申 請 を 行 っ た 者 の し た も の  

　 　 キ 　 金 額 を 訂 正 し た 入 札 書 に よ る も の  



　 　 ク 　 そ の 他 入 札 に 関 す る 公 告 等 に 掲 げ る 条 件 に 違 反 し た も の  

（ ５ ）入 札 に お い て 、事 故 が 起 き た と き や 不 正 な 行 為 が あ る と 認 め た と き

は 、 入 札 を 中 止 し 、 又 は 延 期 す る 場 合 が あ る 。  

（ ６ ）落 札 者 が 契 約 時 ま で に 入 札 条 件 を 満 た さ な く な っ た と き 、又 は 指 名

停 止 を 受 け た と き は 、落 札 決 定 を 取 り 消 し 、契 約 を 行 わ な い も の と す

る 。  

（ ７ ） 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 に 係 る 費 用 は 、 す べ て 申 請 者 の 負 担 と す る 。

な お 、 入 札 参 加 資 格 の 有 無 に か か わ ら ず 、 申 請 書 類 等 は 返 還 し な い 。  

（ ８ ）入 札 書 等 の 契 約 に 関 す る 書 類 の 作 成 に 当 た っ て は 、記 載 し た 文 字 等

を 容 易 に 消 去 す る こ と の で き る 筆 記 用 具（ 消 せ る ボ ー ル ペ ン 等 ）は 使

用 禁 止 で あ る こ と 。


